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本市の職員が裁判員に選任されて、午後からの裁

判に参加することになっています。

午前中は、職場にて業務に従事し、その後に裁判

所へ向かうことを予定していますが、職場から裁判

所への移動中に交通事故に遭遇した場合に、地方公

務員災害補償法の規定による補償を受けることがで

きますか。

裁判所への移動は、地方公務員災害補償法に規定

している公務上または通勤途上の行為とは認められ

ないので、設問のような事故に遭遇しても、補償を

受けることはできません。

１．裁判員制度

平成１６年５月２１日「裁判員の参加する刑事裁判に

関する法律」（以下「裁判員法」という。）が成立し、

平成２１年５月２１日に施行されて、裁判員制度が実施

されます。

裁判員の選任には、毎年作成される裁判員候補者

名簿に名前が記載された者から、くじが行われて

（裁判員の参加する刑事裁判に関する規則（以下「裁

判員規則」という。）第１９条）、裁判の６週間前まで

に、裁判員候補者に選任されたことを地方裁判所か

ら送付される呼出状により通知されます。裁判の当

日には、裁判員候補者の中から再びくじをおこない、

裁判員に選任されます（裁判員法第３７条、裁判員規

則第３５条）。

裁判員制度は、法律の専門家ではない者が、裁判

に参加することによって、国民の社会常識を裁判の

内容に反映させることを目的としているので、国会

議員や国務大臣、法律の関係者（裁判官、検察官、

弁護士等）、都道府県知事、市町村長は、裁判員の就

職禁止事由に該当して、裁判員になることが禁止さ

れています（裁判員法第１５条）。また、警察官や自衛

官も、就職禁止事由に該当しますが、全ての公務員

が裁判員になることを禁止されておらず、国家公務

員では、職員が勤務時間中に裁判所へ行き、裁判員

として裁判に参加することができるように特別休暇

が認められており、地方公務員でも、国家公務員に

準じて取り扱うことが適当であるとされています。

２．特別休暇

専ら職員側の私生活上または社会生活上の事由か

ら、勤務義務を履行することが困難な場合がありま

す。その勤務をしないことが社会慣習上や物理上等

から真にやむを得ない事由であり、勤務条件として

保証することが相当であると認められるものは、特

別休暇として、所定の手続きに従い、適法に任命権

者の承認を得て、勤務義務を免除されることになり

ます。職員が結婚する場合や出産する場合、親族が

死亡した場合が該当します。

特別休暇は、「職員の勤務時間、休暇等に関する条

例（案）」（平成６年８月５日自治能第６５号）によれ

ば、人事委員会（人事委員会のない場合は任命権者

の定める）規則に委ねる形式をとっていますが、地

方公共団体（以下「団体」という。）によっては、具

体的に条例で定めている場合もあります。

団体は、条例や規則を定める場合には、法令に反

してはならず（地方自治法（以下「自治法」という。）

第１４条、第１５条）、また、勤務条件を定める場合に

は、国及び他の団体の職員との間に権衡を失しない

ように適当な考慮が払われなければなりません（地

方公務員法（以下「地公法」という。）第２４条第５

項）。

また、労働基準法第７条では、労働者が労働時間
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中に、公の職務に参加することを求めた場合には、

使用者は、これを拒んではならないことが規定され

ており、公の職務の解釈には、裁判員の職務も含ま

れております（「労働基準法関係解釈例規について」

（昭和６３年３月１４日基発第１５０号・婦発第４７号））。

国家公務員において、特別休暇は、人事院規則で

定める場合における休暇であるとしており（一般職

の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第１９条）、人

事院規則１５－１４（職員の勤務時間、休日及び休暇）

第２２条第１項第２号にて、職員が裁判員として出頭

する場合は、必要とされる期間について特別休暇が

認められています。

従って、地方公務員が裁判員として裁判に参加す

る場合は、国家公務員と同様に特別休暇を認める条

例等を定めることが適当であると解されます。

３．地方公務員災害補償制度

業務上の事由又は通勤上において負傷、疾病、死

亡等の災害を受けた場合に、これに対する補償を行

うことは、労働災害補償保険法により、ひろく労働

者全体について実施されています。同様に、地方公

務員についても、地公法第４５条第１項にて、職員の

公務上における負傷等に対する補償を実施すること

を規定しており、地方公務員災害補償法に基づいて、

公務上の負傷または疾病（以下「公務災害」という。）

に対する療養または療養費の給付、公務災害に起因

する休業補償の給付、公務災害に起因する傷害補償

の給付および公務災害に起因する遺族補償の給付が

なされるように、公務災害補償制度が定められてい

ます。

補償については、迅速かつ公正な実施を確保する

ために、団体に代わって地方公務員災害補償基金

（以下「基金」という。）が、その実施主体となるべ

く設置されており（地方公務員災害補償法第１条）、

災害が公務災害・通勤災害であることの審査・認定

は、基金にて行なわれています。

４．通勤災害

勤務に就くため、または勤務を終了したことによ

り行われる移動中に起こった災害（通勤災害）は、

それが合理的な経路及び方法による場合は、前述の

とおり地方公務員災害補償の対象になります（地方

公務員災害補償法第１条）。

合理的な経路及び方法とは、一般に、職員が用い

ると認められる経路及び方法であり、定期券による

経路、通勤届による経路などのほか、当日の交通事

情によりやむを得ず迂回する場合も合理的な経路に

該当します。

また、生活実態のある住居と勤務場所との移動の

みならず、長期療養により看病に必要な家族が入院

している病院と勤務場所間の移動も、通勤の範囲に

なります（「通勤による災害の対象となる通勤の範囲

及び想定事例について」（平成２０年１０月１日総行安

第１１２号）（以下「想定事例」という。））。

通勤とは関係のない目的で、合理的な経路からそ

れること（以下「逸脱」という。）や、経路上であっ

ても、通勤目的から離れた行為（以下「中断」とい

う。）があった後は、通勤には該当しません（地方公

務員災害補償法第２条第３項）。従って、勤務終了後

に、勤務地で相当時間にわたって私用を弁じた後に、

帰宅する場合は、勤務との直接的関連性が失われる

ので、勤務のための移動にはなりません。しかし、

通勤の逸脱や中断があっても、その行為が日常生活

上に必要な場合であれば、経路に戻った後の移動は、

通勤に該当するとされており、想定事例にて、食料

品や薬品の購入や生活家電の修理、独身職員が通勤

途中で食事をする場合等が、日常生活上に必要な行

為と認められています。ただし、レジャー用品や装

飾品の購入や映画館や娯楽施設へ行く場合は認めら

れず、その後に経路に戻っても通勤には該当しませ

ん。

５．本事例の検討

職場から裁判所へ移動する行為について、以下の

検討が必要になります。

①公務上の行為に該当するか。

②通勤に該当するか。

①について、職員が、職場から裁判所へ移動する

行為が、職務命令による出張である場合は、公務上

の行為になり、災害補償の対象になりますが、本件
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は、特別休暇を取得しており、職務から開放されて

いるので、公務上の行為とは認められません。

②について、裁判員として裁判所へ向かうことに

より、勤務との直接関連性は失われることになるの

で、通勤行為とは認められません。

以上の検討により、公務上もしくは通勤途上の行

為には該当しないため、地方公務員災害補償制度に

よる補償を受けることはできません。

ただし、裁判所職員は、裁判所職員臨時措置法に

より、国家公務員災害補償法が準用されます。非常

勤の裁判所職員である裁判員も同様に、同法の適用

が受けられます。

裁判所への移動については、居宅や職場からの場

合は、国家公務員災害補償制度の対象範囲になって

おりますので、その移動中の災害については、裁判

員に選任された地方裁判所にて補償の申請を行うこ

とができます。

６．補足

地方公務員は、労働の対価として報酬を得るよう

な営利企業に従事する場合は、任命権者の許可を受

けなければなりませんが（地公法第３８条）、裁判員に

支給される日当については（裁判員法第１１条）、地公

法上の報酬には該当しないことから、職員が裁判員

として裁判に参加することは、営利企業の従事に該

当せず、許可を申請する必要はないとされています。

（大阪府総務部市町村課行政グループ）
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